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三
悪
を
土
俵
の
外
へ
公
鞭
塞
時
零
嘩
り

高
萩
市
長
選
挙
及
び

諦
謬
罰
高
萩
選
塞
唾
補
欠
選
畢
執
行

投
票
日
は
シ
十
二
月
二
十
日
で
す

恩
§

名
簿
に
名
前
の
な
い
人
は

「
補
充
申
請
を
』
〆
．

来
る
十
二
川
二
卜
日
執
行
予
定
あ
っ
て
基
本
選
挙
人
名
簿
か

の
高
萩
市
長
選
挙
及
び
高
萩
市
ら
脱
堀
を
し
て
い
る
者

議
会
議
員
高
萩
選
挙
区
補
欠
崖
二
、
申
請
期
間

挙
に
使
用
す
る
補
充
選
挙
人
名
十
二
月
八
日
か
ら
Ｉ

簿
を
調
建
て
ま
す
か
ら
次
の
各
十
二
月
十
二
日
ま
で
五
日
間

項
に
該
当
す
る
方
は
期
日
ま
で
毎
日
午
前
八
時
三
十
分
か
ら

に
必
ず
申
請
し
て
登
録
さ
れ
る
午
后
五
時
ま
で
受
付
い
た
し

よ
う
に
し
て
下
さ
い
。
ま
す
。

一
、
補
充
選
挙
人
名
簿
に
三
、
申
請
用
紙
は
高
萩
市

議
職
さ
れ
る
者
役
所
に
あ
り
ま
す
。

①
本
年
六
月
十
六
日
か
ら
九
月

八
日
ま
で
の
間
に
高
萩
市
に

転
入
し
た
者
の
う
ち
十
二
月

七
日
現
在
で
満
二
十
才
以
上

〔
昭
和
十
三
年
十
二
月
八
日

以
前
に
出
生
の
者
）
に
達
す

る
者

②
本
年
九
月
十
五
日
現
在
で
調

整
し
た
基
本
選
挙
人
名
簿
に

当
然
登
載
さ
れ
る
ぺ
き
者
で

「
入
場
券
」
が
届
か

な
か
っ
た
ら
。
…
．
．

選
挙
管
理
委
員
会
で
は
十
二
月

八
日
頃
ま
で
に
名
簿
に
。
も
と
づ

い
て
投
票
所
の
入
場
券
を
配
付

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が

も
し
こ
の
入
場
券
が
届
か
な
い

と
き
は
名
簿
も
れ
か
も
わ
か
り

ま
せ
ん
か
ら
必
ず
補
充
名
簿
の

登
録
申
請
を
し
て
下
さ
い
。

《

こ
れ
だ
け
は
知

っ
て
お
き
ま
し

ょ
う

①
投
票
用
紙
は
黒
刷
が
市
長
選

挙
用
、
赤
刷
が
市
議
会
議
員

補
欠
選
挙
用
で
す
か
ら
間
違

わ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。

投
票
用
紙
を
と
り
ち
が
え
て

投
票
す
る
と
そ
の
投
票
は
無

効
投
票
と
な
り
ま
す
。

②
投
票
用
紙
に
は
、
は
っ
き
り

と
候
補
者
の
氏
名
だ
け
を
書

き
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
以
外
の

こ
と
を
書
く
と
無
効
投
票
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

③
投
票
の
順
序
は
市
長
選
挙
を

先
き
に
し
、
市
議
会
議
員
補

欠
選
挙
を
あ
と
に
し
ま
す
。

④
投
票
の
時
間
は
午
前
七
時
か

ら
午
後
六
時
ま
で
で
す
。

但
し
旧
高
岡
地
区
及
び
福
平

の
投
票
所
は
午
前
七
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で
で
す
。

⑤
不
在
者
投
票
と
は
。
…
．
、

選
挙
人
が
入
院
中
と
か
、
や

む
を
得
な
い
用
務
の
た
め
旅

行
中
（
但
し
物
見
遊
山
等
は

除
か
れ
ま
す
）
な
ど
で
投
票

当
日
投
票
所
へ
行
け
な
い
人

々
の
た
め
に
あ
る
制
度
で
す

か
ら
棄
権
を
し
な
い
よ
う
に

い
た
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
投

票
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
選

挙
管
理
委
員
会
へ
申
し
出
れ

ば
手
続
を
と
っ
て
く
れ
ま
す

⑥
代
理
投
票
と
は
・
・
…
．

身
体
に
故
障
が
あ
っ
た
り
、

字
が
書
け
な
い
人
々
の
た
め

に
代
理
投
票
と
い
う
制
度
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
投
票
所

へ
行
っ
て
投
票
管
理
者
に
申

し
出
る
と
投
票
を
補
助
す
る

者
を
二
人
定
め
、
そ
の
者
が

あ
な
た
の
意
志
の
通
り
に
代

っ
て
書
い
て
く
れ
ま
す
。
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去
る
十
一
月
二
十
九
日
午
前
十

時
二
分
高
萩
市
議
会
全
員
協
議

会
を
開
き
議
会
の
申
合
せ
に
よ

る
一
年
交
替
の
常
任
委
員
会
正

副
委
員
長
の
改
選
及
び
向
洋
炭

砿
の
廃
砿
問
題
に
つ
い
て
議
会

に
対
策
特
別
委
員
会
を
設
置
し

た
。
全
員
協
議
会
の
主
な
る
事

項
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
常
任
委
員
会
正
副
委
員
長

改
選
の
件

總
務
委
員
会

委
員
長
鈴
木
道
雄

副
委
員
長
穂
積
政
次

経
済
委
員
会

委
員
長
川
松
光
彦

副
委
員
長
鈴
木
広
次

文
教
厚
生
委
員
会

委
員
長
舟
生
一
郎

副
委
員
長
大
和
田
知
之

建
設
委
員
会

Ｅ

農
家
の

皆
さ
ん

〃
三
十
三
年
産
米
〃

出
荷
完
了
目
標
は

″
三
十
三
年
産
米
〃

出
荷
完
了
目
標
は

枢 》
市
出
癖
鐸
畠

月
加
日
で
す

目
標
日
ま
で
に
は

必
ず
完
了
す
る
よ

う
御
協
力
願
い
或

半
ｑ
／
○

委
員
長
豊
田
武
門

副
委
員
長
矢
代
良
三

二
、
新
市
建
設
審
議
会
委
員
の

改
選

一
昨
年
十
月
十
六
日
任
命
し

た
議
会
選
出
の
審
議
委
員
は
任

期
二
年
に
よ
り
満
了
と
な
っ
た

の
で
そ
の
改
選
に
つ
い
て
協
議

し
た
。
こ
れ
は
各
部
常
任
委
員

会
よ
り
追
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
三
名

と
正
副
議
長
を
併
せ
十
四
名
を

推
薦
し
、
こ
れ
を
市
長
が
任
命

す
る
こ
と
、
し
た
Ｏ

三
、
市
有
財
産
の
処
分
に
つ
い

て

旧
隔
離
病
舎
塵
芥
焼
却
場
跡

敷
地
及
び
旧
警
察
署
跡
敷
地
処

分
に
関
す
る
一
部
変
更
の
了
解

事
項
で
あ
る
。

四
、
中
戸
川
ｌ
米
平
間
バ
ス
道

路
改
修
に
つ
い
て

学
校
統
合
に
伴
う
ス
グ
Ｉ
ル
バ

ス
運
行
の
た
め
本
年
中
に
道
路

の
改
修
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て

協
議
、
こ
れ
が
対
策
に
つ
い
て

は
總
務
、
建
設
、
文
教
厚
生
の

三
委
員
会
で
連
合
審
査
す
る
こ

と
に
し
た
。

五
、
向
洋
炭
砿
の
廃
砿
に
つ
い

て

議
会
は
向
洋
礦
の
閉
山
問
題

に
つ
い
て
協
議
、
大
久
保
議
員

か
ら
提
示
さ
れ
た
左
記
事
項
を

万
場
一
致
可
決
決
定
し
た
。

１
、
専
問
的
な
特
別
委
員
会

を
構
成
す
る
こ
と

本
市
消
防
団
も
合
併
以
来
消
防

力
の
強
化
に
努
力
し
て
来
ま
し

た
が
今
後
国
家
消
防
本
部
の
斡

旋
に
よ
り
ウ
エ
ポ
ソ
キ
ヤ
リ
ャ

ー
ニ
台
を
購
入
し
オ
四
分
団
才

一
部
（
下
手
綱
）
汁
五
分
団
オ

ー
部
〈
上
手
綱
）
に
配
置
い
た

し
ま
し
た
。
ウ
エ
ポ
ン
キ
ヤ
リ

ャ
ー
は
前
輪
駆
動
で
登
坂
力
に

す
ぐ
れ
又
ど
ん
な
悪
路
で
も
走

る
こ
と
の
で
き
る
優
秀
な
自
動

車
で
あ
り
ま
す
。
又
ト
ー
ハ
ッ

Ｖ
Ｋ
ｌ
二
型
の
Ｂ
二
級
二
十
八

馬
力
ポ
ン
プ
を
登
載
し
て
、
今

迄
三
馬
力
の
ポ
ン
プ
に
た
よ
っ

て
い
た
消
防
力
を
強
化
し
た
の

で
市
民
の
皆
様
に
安
心
し
て
生

活
が
出
来
る
こ
と
を
信
じ
て
お

り
ま
す
。

し
か
し
「
焼
い
て
泣
く
よ
り
焼

か
な
い
注
意
」
と
申
さ
れ
ま
す

よ
う
に
何
分
に
も
火
の
用
心
が

２
、
陳
情
団
を
構
成
す
る
こ

と
３
、
企
業
の
資
金
問
題
に
つ

い
て
復
興
金
融
公
庫
へ
仇

き
か
け
る
こ
と

４
、
再
興
す
る
ま
で
課
税
そ

の
他
協
力
す
る
こ
と

時
別
委
員
は
左
の
と
お
り

委
員
長
岩
本
啓
治

副
委
員
長
大
久
保
清

委
員
吉
田
秀
吉

″
鈴
木
藤
雄

〃
鈴
木
道
雄

″
穂
積
政
次

″
渡
辺
伝

″
豊
田
武
門

″
矢
代
良
三

″
鈴
木
広
次

火
の
元
に
は
な
り
た
く
ｌ
’

－
１
旗
い
ね
お
厭
き

消
防
力
強
化
さ
れ
る
／

あ
な
た
の
貯
蓄
が

家
庭
の
繁
栄
を
招
き
ま
す

今
年
も
引
続
き
豊
作
の
秋
を
迎

え
、
供
米
代
金
、
林
産
物
代
金

等
は
、
ひ
と
ま
ず
貯
蓄
し
、
生

活
改
善
、
こ
ど
も
の
教
育
費
に

結
婚
の
寳
金
に
、
老
後
の
生
活

安
定
の
た
め
に
、
病
気
そ
の
他

不
時
の
災
害
に
備
え
て
、
目
的

貯
蓄
を
実
行
し
、
将
来
の
た
め

に
少
し
で
も
多
く
貯
蓄
し
て
お

く
よ
う
に
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

オ
ー
と
考
へ
ま
十
か
ら
火
災
期

に
入
る
折
か
ら
是
非
火
の
元
に

注
意
さ
れ
ま
す
よ
う
市
民
の
皆

様
に
お
願
い
致
し
ま
す
。

筒
地
元
の
皆
様
に
は
ウ
エ
ポ
ン

キ
ヤ
リ
ャ
ー
の
受
入
れ
態
勢
に

つ
い
て
多
大
の
お
骨
折
を
願
っ

た
こ
と
を
深
く
感
謝
い
た
し
ま

す
。

″
大
部
重
高

″
鈴
木
好
之

″
中
島
豊

″
小
松
正
治

六
、
そ
の
他
国
有
林
排
下
げ
の

經
過
及
び
全
日
労
か
ら
の

期
末
手
当
等
に
関
す
る
陳

情
書
等
に
つ
い
て
報
告
が

あ
り
午
後
三
時
四
十
五
分

閉
会
し
た
。

筒
、
才
一
回
向
洋
炭
砿
対
策
特

別
委
員
会
を
同
日
全
員
協
議
会

終
了
後
市
役
所
に
お
い
て
開
催

し
向
洋
礦
の
廃
礦
問
題
に
つ
い

て
宇
部
興
産
Ｋ
Ｋ
東
京
支
社
へ

十
二
月
三
日
に
陳
情
す
る
こ
と

に
決
定
し
た
。

ノ
ル

車
に
よ
る
’

十
二
月
十
二
日
、
県
の
栄
養
車

の
配
車
を
受
け
て
実
演
に
よ
る

栄
養
調
理
の
講
習
会
が
、
次
の

日
程
に
よ
り
石
滝
地
区
、
石
河

原
、
行
人
塚
地
区
で
実
施
さ
れ

ま
す
か
ら
他
区
の
人
達
も
ふ
る

っ
て
受
講
し
て
下
さ
い
。

整
理
さ
れ
た
車
内
の
調
理
設
備

や
食
器
類
等
は
、
各
家
庭
に
お

け
る
今
後
の
台
所
改
善
参
考
に

な
る
か
と
も
思
わ
れ
ま
す
・

一
、
誰
習
時
間
・
・
一
時
間
三

十
分
。

二
、
方
法
‐
・
‐
栄
養
指
導

車
の
配
車
に
よ
り
実
陰
指

導
。

三
、
内
容
・
・
・
大
豆
及
び

味
噌
、
豆
腐
料
理
、
季
節

の
材
料
を
使
っ
た
料
理
三

口
叩
○

四
、
講
話
…
１
、
農
繁
期
に

お
け
る
簡
単
な
栄
養
料
理

韓
嶬
蠕
轌
Ⅱ
Ⅱ
講
習
会
川
Ⅱ

｜
月
十
二
日
、
県
の
栄
養
車
２
、
過
労
に
よ
ｈ
胃
腸
を

一
車
を
受
け
て
実
演
に
よ
る
痛
め
食
慾
の
起
ら
な
い
と

一
調
理
の
講
習
会
が
、
次
の
き
の
栄
養
料
理
に
つ
い
て

に
よ
り
石
滝
地
区
、
石
河
五
、
と
き
及
と
こ
ろ

行
人
塚
地
区
で
実
施
さ
れ
午
前
十
時
石
河
原
、
行
人

〃
か
ら
他
区
の
人
達
も
ふ
る
塚
地
区
（
寺
沢
食
品
工
場

一
受
講
し
て
下
さ
い
。
側
）
午
後
一
時
石
滝
地
区

移
動
輻
趾
班
が
來
ま
す

昭
和
三
十
三
年
十
二
月
十
二
日

下
手
綱
公
民
館
へ
県
の
移
動
福

祉
班
か
参
り
ま
す
。
昨
年
は
高

岡
地
区
へ
参
り
ま
し
て
、
同
地

区
の
方
々
か
ら
凡
て
の
相
談
事

や
質
問
事
項
が
沢
山
出
ま
し
て

大
変
評
判
が
よ
か
っ
た
の
で
し

た
。
こ
の
こ
と
は
各
戸
へ
チ
ラ

シ
で
御
知
ら
せ
致
す
こ
と
に
な

っ
て
お
り
ま
す
が
生
活
相
談
、

年
金
扶
助
料
、
福
祉
資
金
何
で

も
棚
相
談
に
応
ず
ろ
事
に
な
っ

て
主
す
か
ら
御
利
用
下
さ
い
。

写真は消防機械交付式風景
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恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
、
及
び
戦
傷
病
者
戦
残
者

遺
族
な
ど
援
護
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
は
去
る
五
月
一

日
そ
れ
ぞ
れ
公
布
さ
れ
、
こ
れ

に
伴
う
政
令
、
省
令
、
そ
の
他

の
事
務
手
続
も
決
定
さ
れ
ま
し

た
が
、
そ
の
う
ち
で
、
戦
残
者

遺
族
に
関
係
の
あ
る
改
正
さ
れ

ま
し
た
主
な
内
容
は
左
記
の
と

お
り
で
あ
り
ま
す
Ｏ

な
お
、
こ
の
た
び
の
改
正
に

よ
り
、
あ
ら
た
に
請
求
手
続
を

必
要
と
す
る
者
は
櫛
め
て
少
く

大
部
分
の
者
は
職
権
改
定
（
恩

給
局
長
ま
た
は
厚
生
大
臣
が
受

給
権
者
の
請
求
を
ま
た
ず
職
権

に
よ
っ
て
増
額
を
決
定
す
る
こ

と
）
に
よ
っ
て
新
ら
し
い
扶
助

料
証
書
等
を
交
付
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

記

一
、
恩
給
法
、
及
び
恩
給
特
例

法
の
改
正

㈲
公
務
扶
助
料
、
三
号
扶
助

料
（
増
加
恩
給
受
給
者
が
平
病

蝿
謹
、
丙
訟
や
今
鼠
融
＆
幸
《
ふ
ぶ
心
、
ふ
ぐ
い
畢
争
ふ
ぐ
函
心
や
ｘ
、
討
鼻
訊
掛
誤
ふ
角
罰
、
、

職
改
正
さ
れ
た
扶
助
料
と

遺
族
年
金
の
あ
ら
ま
し

死
の
場
合
に
支
給
さ
れ
る
扶
助

料
）
及
び
特
例
法
（
内
地
で
の

発
病
に
よ
り
死
亡
し
た
軍
人
、

の
遺
族
に
支
給
さ
れ
る
扶
助

料
）
に
よ
る
扶
助
料
の
増
額
と

新
証
書
の
交
付
等

１
、
扶
助
料
算
出
の
基
礎
と

な
っ
て
い
る
旧
軍
人
の
假
定
俸

給
を
一
二
、
○
○
○
円
零
ヘ
ー
ス

か
ら
一
五
、
○
○
○
円
。
ヘ
ー
ス

に
引
上
げ
ら
れ
た
こ
と
。

た
だ
し
尉
官
、
佐
官
の
増
額
は

，
ヘ
ー
ス
差
額
の
九
割
な
い
し
一

割
に
と
ど
め
、
将
官
は
現
行
の

ま
ま
で
増
額
さ
れ
ま
せ
ん
。

２
、
公
務
扶
助
料
（
三
号
扶

助
料
及
特
例
法
扶
助
料
と
も
）

の
扶
助
料
算
出
部
率
（
普
通
扶

助
料
に
乗
ず
る
倍
率
）
を
修
正

増
額
さ
れ
た
こ
と
、
た
だ
し
尉

官
以
上
は
現
行
の
ま
ま
で
修
正

さ
れ
ま
せ
ん
。

〔
兵
の
公
務
二
六
、
五
割
を
三

五
、
五
割
、
准
士
官
の
公
務
二

○
、
五
割
を
二
三
、
○
六
割
兵

の
三
号
及
び
特
例
法
一
九
、
九

￥
含
つ
せ
〆延

応
妃
翫 零
謬

一
鯵

一

帥
寸
今
さ
し
、

わら
ソ”
野口

龍

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｊ
ｌ
ｌ
Ｊ
ｌ
Ⅱ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｈ
１
ｌ
Ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
１
Ｊ
Ｐ
Ｐ
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｊ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

割
を
一
二
、
三
割
等
）
は
昭
和
三
十
四
年
七
月
以
後
と

３
、
假
定
俸
給
、
算
出
倍
率
な
る
見
込
で
あ
り
ま
す
。

の
改
正
に
よ
り
兵
の
公
務
扶
助
二
、
戦
傷
病
者
戦
残
者
遺
族
等

料
は
改
正
前
（
現
行
）
の
年
額
援
護
法
の
改
正

三
五
、
二
四
五
円
か
ら
五
三
、
㈲
遺
族
年
金
の
増
額

二
○
○
円
（
三
号
、
特
例
法
は
先
順
位
者
と
し
て
現
行
年
額
三

二
六
、
四
六
七
円
か
ら
三
一
、
五
、
二
四
五
円
の
遺
族
年
金
を

九
○
○
円
）
に
ま
た
下
士
官
以
受
け
て
い
る
者
は
昭
和
三
十
三

上
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
増
額
年
十
月
か
ら
四
三
、
一
二
二
円

さ
れ
ま
す
が
増
額
さ
れ
る
時
期
に
、
ま
た
昭
和
三
十
五
年
七
月

は
、
二
回
に
わ
け
て
実
施
さ
れ
か
ら
五
一
、
○
○
○
円
に
増
額

昭
和
三
十
三
年
十
月
か
ら
増
額
さ
れ
ま
す
。

分
の
半
額
を
、
昭
和
三
十
五
年
こ
の
増
額
に
伴
う
新
年
金
証
書

七
月
か
ら
全
額
を
増
額
さ
れ
る
は
受
給
者
の
請
求
を
ま
た
ず
、

こ
と
に
な
り
ま
す
。
厚
生
大
臣
か
職
権
に
よ
り
発
行

４
、
扶
助
料
の
受
給
権
利
者
し
、
昭
和
三
十
三
年
十
月
以
後

が
父
母
ま
た
は
、
祖
父
母
の
場
遂
次
市
町
村
を
経
て
旧
年
金
証

合
は
六
十
才
（
同
順
位
の
権
利
害
と
引
換
え
に
受
給
者
に
交
付

者
が
二
人
の
場
合
は
そ
の
一
方
さ
れ
ま
す
。

が
六
十
才
）
以
上
の
者
に
つ
い
た
だ
し
、
現
在
五
、
○
○
○

て
の
み
増
額
さ
れ
ま
す
。
円
（
妻
は
一
○
、
○
○
○
円
）

５
、
右
増
額
に
伴
う
あ
ら
た
の
遺
族
年
金
を
受
け
て
い
る
者

な
扶
助
料
証
書
（
ま
た
は
裁
定
は
他
に
公
務
扶
助
料
受
給
者
が

告
知
書
）
は
受
給
者
の
討
求
を
な
い
場
合
の
ほ
か
増
額
は
さ
れ

ま
た
ず
恩
給
局
長
が
職
椛
に
よ
ま
せ
ん
。

り
発
行
し
、
本
年
十
月
か
ら
、
旧
軍
人
の
遺
族
で
引
続
き
遺

昭
和
三
十
四
年
六
月
ま
で
に
逐
族
年
金
五
、
○
○
○
円
（
妻
は

次
に
支
給
局
を
通
じ
現
在
の
も
一
○
、
○
○
○
円
）
の
支
給
を

の
と
引
換
え
に
交
付
さ
れ
る
こ
受
け
て
い
る
も
の
（
内
妻
は
、

と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
、
た
だ
異
戸
籍
の
父
母
等
、
ま
た
は
造

し
、
三
号
扶
助
料
及
び
特
例
法
族
年
金
の
継
続
を
選
択
し
た
造

、
、
、
槌
、
齢
曾
、
、
、
Ｈ
心
理
式
員
、
や
幸
守
零
Ｊ
守
電
、
争
曾
氏
寺
向
融
頓
》
、
八
奇
唖
氏
〈
や
、
、
鼬
討
、
篤
電
誤
舎
宝
試
ふ
ぐ
、
ｘ
ふ
ふ
ふ
ふ
ぶ
心
《
ふ
ぐ
や
、
ぶ
ふ
心
、
蕊
令
ふ
ふ
、
ざ
、
季
ふ
ふ
心
ふ
ふ
、
心
ふ
い
へ
ぐ
ぶ
侭

I
p，

灸鶴と一
こうダニ二一一一
《-,_’ ニーー‐

Ｊ
、
丁

族
〕
の
り
ち
、
他
に
公
務
扶
助

料
の
受
給
者
が
い
な
く
な
っ
た

場
合
は
、
先
順
位
者
に
増
額
さ

れ
た
遺
族
年
金
が
支
給
さ
れ
ま

す
。
こ
の
場
合
は
、
昭
和
三
十

四
年
一
月
以
後
本
人
の
請
求
に

よ
り
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。㈲

遺
族
給
与
金

こ
の
た
び
の
改
正
に
よ
っ
て
、

あ
ら
た
に
准
軍
属
（
徴
用
者
、

動
員
学
徒
、
戦
斗
参
加
者
〕
の

遺
族
に
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。
（
昭
和
三
十
四
年
一

月
か
ら
）

１
、
支
給
さ
れ
る
遺
族
は
、

す
で
に
三
万
円
の
弔
慰
金
の
支

給
を
う
け
て
い
る
遺
族
で
そ
の

支
給
対
象
と
な
る
べ
き
条
件
は

遺
族
年
金
に
準
ず
も
の
で
あ
り

ま
す
が
、
遺
族
の
数
に
か
か
わ

ら
ず
先
順
位
者
一
人
に
限
ら
れ

て
支
給
さ
れ
ま
す
。

２
、
支
給
額
は
死
亡
し
た
も

の
－
人
に
つ
き
、
年
額
二
五
、

○
○
○
円
と
し
支
給
期
間
ば
通

じ
て
五
年
間
で
あ
り
ま
す
。

（
先
順
位
者
が
三
年
間
支
給
を

受
け
て
死
亡
し
た
場
合
は
次
順

位
者
が
そ
の
後
の
二
年
間
支
給

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
）

三
、
恩
給
法
と
未
帰
還
者
留
守

家
族
等
援
護
法
と
の
調
整

１
、
旧
軍
人
ま
た
は
旧
軍
属

で
あ
っ
た
未
帰
還
公
務
員
の
死

亡
（
昭
和
二
十
年
九
月
二
日
以

後
外
地
に
お
い
て
死
亡
し
た
者

で
昭
和
二
十
八
年
以
後
死
亡
公

報
が
発
令
さ
れ
た
者
〕
に
係
る

扶
助
料
の
給
与
始
月
は
、
死
亡

の
日
が
昭
和
二
十
八
年
四
月
前

で
あ
る
と
き
は
同
月
、
昭
和
二

十
八
年
四
月
後
で
あ
る
と
き
は

そ
の
翌
月
か
ら
公
務
扶
助
料
が

支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す

こ
の
場
合
、
昭
和
二
十
八
年

八
月
か
ら
死
亡
判
明
の
日
ま
で

に
支
給
さ
れ
た
留
守
家
族
手
当

等
は
、
そ
の
期
間
分
の
扶
助
料

歳
末
助
け
合
い

運
動
実
施
に
っ

、
一
ｒ
』

も
一

助
け
合
い
運
動
に
つ
き
ま
し
て

は
毎
年
多
大
の
ご
支
援
と
ご
協

力
を
い
た
だ
き
厚
く
感
謝
い
た

し
ま
す
。
本
年
も
こ
の
運
動
を

次
の
要
領
に
よ
っ
て
実
施
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
で
ご
協

力
を
願
い
ま
す
。

記

一
、
趣
旨

こ
の
運
動
は
年
の
暮
に
あ
た
り

地
域
の
人
々
の
血
の
通
っ
た
温

い
心
を
結
集
し
て
不
幸
な
人
々

を
慰
め
励
ま
し
合
い
明
る
い
年

越
し
が
で
き
る
よ
う
市
民
の
方

々
が
思
い
や
り
の
精
神
に
よ
り

不
幸
な
人
達
を
物
心
両
面
よ
り

援
助
し
お
互
に
助
け
合
う
も
の

と
す
る
。

二
、
期
間

十
二
月
五
日
よ
り
十
二
月
十
五

日
ま
で

三
、
寄
附
し
て
い
た
だ
く
も
の

「
現
金
又
は
白
米
」

目
標
額
に
つ
い
て
は

現
金
一
世
帯
当
り
五
十
円

白
米
な
ら
五
合
程
度
と
す
る

四
、
寄
附
金
品
の
取
扱
に
つ
い

て
各
組
内
毎
に
「
歳
末
助
け
合

い
運
動
寄
附
芳
名
簿
」
を
お
送

り
い
た
し
ま
す
。

五
、
金
品
の
配
分
ご
寄
附
を
戴

い
た
金
品
に
つ
い
て
は
十
二

月
二
十
四
日
頃
に
不
幸
な
人

斡
に
配
分
す
る
予
定
で
す
。

か
ら
差
引
か
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。２

、
唱
和
二
十
年
九
月
二
日

前
に
死
亡
し
た
こ
と
が
、
本
年

五
月
一
日
以
後
判
明
し
た
と
き

は
、
そ
の
迩
族
が
死
亡
判
明
の

月
ま
で
に
支
給
を
受
け
た
留
守

家
族
手
当
は
そ
の
期
間
の
扶
助

料
の
内
挑
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

（
福
祉
事
務
所
社
会
係
）

－17Q－
4’』



市報 た (4）か は き昭和33年12月5日発行

皆
様
方
の
御
協
力
に
よ
り
ま
し

て
納
税
成
績
も
向
上
し
滞
納
額

も
少
な
く
な
っ
て
来
ま
し
た
が

ま
だ
千
九
百
万
円
の
滞
納
金
が

あ
り
ま
す
市
で
は
納
税
思
想
の

高
揚
や
「
共
同
社
会
に
お
け
る

各
自
の
負
担
が
社
会
一
般
の
繁

栄
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
が
ひ
い

て
は
自
己
の
利
益
に
な
る
」
と

い
う
観
念
と
即
解
の
徹
底
を
計

り
皆
様
方
に
な
お
一
層
の
御
協

力
を
願
ひ
滞
納
を
一
掃
す
る
た

め
「
納
税
完
遂
強
調
期
間
」
を

定
め
強
力
に
こ
の
運
動
を
推
進

し
健
全
財
政
の
確
立
を
期
さ
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
御
理

解
と
御
協
力
を
願
い
ま
す
。

記

一
、
目
標

現
年
度
九
五
第
滞
納
繰
越
分

五
○
％
徴
收

二
、
運
動
の
期
間

十
一
月
二
十
日
よ
り
十
二
月

三
十
一
日
ま
で

三
、
運
動
の
要
領

１
、
懸
垂
幕
の
設
澄

市
役
所
及
び
旧
支
所
の

玄
関
入
口
に
設
置

２
、
横
断
幕
の
設
置

市
内
主
要
嶋
所
に
横
断

幕
を
設
慨
す
る

３
、
立
看
板
の
設
置

駅
前
広
場
に
立
看
板
を

設
置
す
る

４
、
ス
ラ
イ
ド
の
上
映

高
萩
劇
場
、
ヒ
カ
リ
座

中
央
劇
場
に
ス
ラ
イ
ド

を
上
映
し
納
税
思
想

の

高
揚
に
つ
と
め
る

５
、
特
設
督
励
班
の
綱
成

運
動
期
間
中
納
税
督
励

高
萩
市
納
税
完
遂
促
進
運
動
実
施
に
つ
い
て

年末納税完遂促進運動1韻昌9爵： 班
を
編
成
し
納
税
完
納

督
励
を
行
う

６
、
特
設
滞
納
整
理
班
の
緬

成
運
動
期
間
中
滞
納
整

理
班
を
編
成
し
長
期
滞

納
者
高
額
滞
納
者
に
対

す
る
差
押
物
件
引
上
げ

公
売
の
実
施
を
行
う

７
、
ニ
ユ
ー
ス
カ
ー
に
よ
る

宣
伝
小
型
自
動
車
を
ニ

ュ
ー
ス
ヵ
ー
と
し
て
宣

伝
用
チ
ラ
シ
を
配
付
市

内
を
巡
廻
納
税
完
納
強

調
を
は
か
る

一－－－〉一〆一〉〆一

市
税
を
完
納
致
し

ま
し
よ
澤
フ
ノ
●

税
金
を
納
め
る
こ
と
は
な
ぜ

大
切
な
の
で
し
ょ
う
カユ

そ
れ
は
私
達
か
生
活
し
て
い
く
う
え
に

ぜ
ひ
必
要
な
道
路
橋
梁
の
改
良
、
教
育

の
施
設
、
保
健
衛
生
の
施
設
、
農
林
商

工
業
の
振
興
．
社
会
保
障
の
施
設
群
色

為
な
施
設
や
改
良
の
資
金
と
な
る
か
ら

で
あ
り
圭
す
。

こ
れ
ら
の
資
金
が
完
全
に
充
た
さ
れ
る

か
否
か
は
直
接
私
達
の
生
活
に
ひ
び
い

て
く
る
か
ら
で
す
。

市
は
こ
の
期
間
に
税
の
完
納
を
目
ざ
し

て
納
税
完
遂
運
動
を
行
う
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

是
非
御
協
力
を
御
願
い
し
ま
す
。

囹
納
税
貯
蓄
組
合
に
は
色
為
な
蒋
典

が
あ
り
ま
す
。
是
非
加
入
し
て
完

納
致
し
ま
し
ょ
う
。

囹
十
二
月
の
市
税
は
、
固
定
資
産
税

オ
三
期
分
で
す
。
納
期
限
二
十
五

ョ
ま
で
こ
売
約
し
ま
し
ょ
う
。

隆
蝿
錨
噸
塞
雑
堅
口
匙
押
瀝
準
唾
罐
謬

一

納
致
し
ま
し
ょ
う
。

一

囹
十
二
月
の
市
税
は
、
固
定
資
産
税

オ
三
期
分
で
す
。
納
期
限
二
十
五

日
ま
で
に
完
納
し
ま
し
ょ
う
。

ｅ
、
納
税
ポ
ス
ダ
ー
の
募
集

市
内
各
小
中
学
校
児
童

生
徒
に
ポ
ズ
タ
ー
の
製

作
を
依
頼
各
家
庭
に
持

ち
帰
り
適
当
な
個
所
に

掲
示
さ
せ
る
、
筒
作
品

中
優
秀
な
も
の
に
は
賞

品
を
授
与
し
市
役
所
旧

支
所
の
前
に
展
示
す
る

９
、
映
画
会
を
市
内
二
ヶ
所

に
開
催
し
納
税
組
合
設

立
の
勵
漿
、
納
税
思
想

の
高
揚
納
税
者
の
日
頃

の
労
を
ね
ぎ
ら
う
。市税を完納して輝Lい新春を迎えましょう

同
の
合
同
慰
安
旅
行
を
計
画
さ

れ
仙
台
、
釜
石
經
由
、
石
巻
の

コ
ー
ス
を
去
る
十
月
二
十
二
日

二
十
三
日
の
二
日
間
に
亘
り
実

施
し
た
。
二
十
二
日
午
前
二
時

高
萩
駅
前
を
バ
ス
に
て
出
発
し

深
夜
の
陸
前
浜
街
道
を
目
的
地

に
向
い
車
は
エ
ソ
ジ
ソ
の
音
も

軽
く
ひ
た
走
り
走
る
。
平
ま
で

一
時
間
余
、
こ
の
分
で
あ
る
と

予
定
時
刻
の
午
前
九
時
石
巻
魅

出
帆
の
便
に
間
に
合
ふ
と
一
同

ほ
っ
と
し
た
の
も
束
の
間
台
風

二
十
二
号
の
被
害
も
相
当
に
ひ

ど
く
国
道
は
随
所
に
破
損
し
迂

回
の
や
む
な
ぎ
に
至
り
車
も
あ

へ
ぎ
／
、
走
る
。
中
村
駅
で
若

干
の
休
憩
を
し
た
後
更
に
車
は

北
進
し
新
地
、
山
下
、
岩
沼
を

経
て
仙
台
到
着
は
正
午
仙
台
よ

り
釜
石
ま
で
は
た
ん
た
ん
た
る

鯆
装
道
路
右
に
自
衛
隊
、
松
島

飛
行
場
洋

眺
め
塩
釜
、
松
島
を

経
て
万
巻
到
着
は
午
后
二
時
、

そ
れ
よ
り
石
巻
金
乖
山
間
の
定

期
淵
オ
十
鈴
吉
丸
に
便
乗
し
マ

ー
チ
の
音
も
勇
ま
し
く
五
色
の

テ
ー
プ
に
送
ら
れ
て
北
上
川
を

下
り
太
平
洋
へ
、
左
に
牡
鹿
半

島
右
に
大
小
さ
ま
ざ
ま
の
島
々

を
眺
め
て
二
痔
間
余
に
し
て
石

巻
よ
り
三
十
七
哩
の
洋
上
、
北

偉
三
八
、
二
七
分
東
径
一
四
一
、

三
十
分
に
位
し
、
我
が
国
・
最
東

一

納税組合だより

仲
の
町
、
仲
町
一

二
両
納
税
組
合
に

お
い
て
組
合
員
一

奨
励
金
を
貯
蓄
し
て

納
税
組
合
の

親
睦
旅
行
同
行
記

昭
和
三
十
三
年
度
共
同
募
金
に

つ
き
ま
し
て
は
皆
様
絶
大
な
ご

協
力
を
い
た
だ
き
心
か
ら
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
国
民
た
す
け
あ
い
共
同
募

金
は
年
を
重
れ
る
こ
と
す
で
に

十
年
今
年
侭
十
一
年
目
で
あ
り

ま
し
て
毎
年
皆
様
方
の
ゞ
こ
協
力

の
も
と
に
完
遂
Ｆ
き
た
こ
と
を

重
ね
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
く
共
同

募
金
は
た
だ
融
に
弱
者
薄
幸
の

人
々
を
助
け
る
の
み
で
な
く
戦

後
の
国
民
に
同
胞
相
愛
相
互
扶

助
等
に
力
強
い
実
績
を
残
し
て

参
り
堂
し
た
し
将
来
と
も
わ
が

端
の
島
金
華
山
の
阜
頭
に
上
陸

し
た
の
は
夕
暮
せ
ま
る
午
后
四

時
で
あ
っ
た
。
そ
れ
よ
り
黄
金

山
神
社
に
参
拝
を
し
各
人
各
様

の
祈
を
捧
げ
観
光
ホ
テ
ル
に
て

旅
装
を
と
き
夜
は
全
員
一
堂
に

会
し
て
各
納
税
組
合
長
よ
り
一

般
經
過
報
告
あ
り
若
干
の
質
疑

応
答
を
行
い
た
る
後
夢
路
に
入

る
。
翌
朝
は
才
一
便
船
に
て
帰

路
に
つ
く
、
金
華
山
沖
の
漁
場

に
は
連
日
各
地
か
ら
の
漁
船
が

千
墜
以
上
も
川
漁
し
て
一
日
の

水
場
は
数
十
万
賞
に
も
及
び
一

貫
三
○
円
乃
至
五
十
円
位
で
取

引
を
さ
れ
て
い
る
と
の
事
で
あ

る
。
船
会
社
の
厚
意
に
よ
り
市

ご
協
力
あ
り
が
と
う

共
同
募
金
中
間
報
告

内
を
若
干
説
明
し
て
も
ら
い
昨

日
の
道
を
折
返
し
車
は
走
り
松

島
に
て
聲
食
を
と
る
。
日
本
三

景
の
一
つ
と
し
て
数
へ
ら
れ
る

松
島
は
正
に
風
光
明
媚
そ
の
島

影
を
縫
っ
て
遊
覧
船
に
の
っ
て

島
巡
り
す
る
の
も
叉
一
入
で
あ

る
。
後
に
国
宝
瑞
厳
寺
を
控
え

日
本
の
観
光
地
松
島
だ
け
あ
っ

て
連
日
観
光
客
で
賑
を
呈
し
て

い
た
。
途
中
仙
台
市
役
所
へ
廻

り
穏
々
納
税
組
合
の
運
営
面
に

つ
い
て
検
討
し
今
後
の
参
考
資

料
に
供
し
た
い
と
思
っ
た
が
時

間
の
関
係
上
出
来
な
か
っ
た
の

は
ざ
ん
ね
ん
で
あ
っ
た
。
午
后

三
時
仙
台
を
出
発
し
午
前
○
時

四
○
分
所
要
時
間
二
十
六
時
間

余
長
途
の
旅
で
あ
っ
た
が
全
員

元
気
に
帰
宅
出
来
た
の
は
幸
で

あ
っ
た
。
間
此
の
コ
ー
プ
を
計

画
さ
れ
た
組
合
役
員
諸
氏
及
び

悪
路
に
も
め
げ
顎
運
転
さ
れ
た

方
々
に
深
甚
な
ろ
意
を
表
す
る

も
の
で
あ
る
。
Ｔ
ｉ
記

国
民
社
会
生
活
安
定
の
た
め
に

欠
く
こ
し
ｒ
－
の
で
き
な
い
大
き
な

運
動
で
あ
り
ま
す
ｃ

つ
き
ま
’
て
は
今
年
度
の
中
間

報
告
を
い
た
し
主
す
。

日
隙
組
三
十
九
万
円
で
冊
剛
三

十
三
年
十
一
月
二
十
八
日
現
在

三
十
三
万
四
千
二
百
十
六
円
で

日
標
額
の
八
六
％
完
遂
に
あ
と

一
息
に
な
ｈ
ま
し
、
た
。
市
民
の

、
０

皆
喋
に
は
何
か
と
出
費
、
こ
毎
一
端

の
折
柄
と
は
存
じ
ま
す
が
わ
た

く
し
た
ち
の
住
昨
吋
や
村
を
不

隼
喉
人
、
気
の
毒
な
人
の
い
な

し
明
る
い
郷
土
と
す
も
た
め
に

も
ぜ
ひ
温
い
物
心
両
面
の
ご
協

力
に
よ
り
目
標
額
が
完
遂
で
き

交
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
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